
資料１ 

平成２２年度「市町議会と県議会との交流・連携会議」報告書案 

 
１．趣 旨 

平成 21 年度に実施された「三重県議会との連携にかかる市町議会アンケート」及び
「同ヒアリング」の結果、県議会との交流・連携が必要とする回答割合が極めて高い状

況であったことを踏まえ、諮問会議第一次答申では、「今後さらに議論すべき主要課題」

及び「期待される試行的取組とその検証」の中に、「市町議会と県議会との交流･連携」

が盛り込まれたところである。 
今回の交流・連携会議は、この答申を受ける形で県議会において内容が検討され、取

組趣旨に賛同いただいた志摩市議会及び南伊勢町議会との協力の下、実施されたもので

ある。 
 
２．実施方針 

県議会から県内市町議会に交流･連携会議への参加希望を把握する際に示した実施要

領は、次のとおりである。 
（１）目 的 

市町議会の高い意向がある県議会と市町議会との交流・連携について、双方にメリッ

トのある取組としていくため、県内の複数圏域で試行的な取組を行い、その検証結果

を反映させながら、県内全域での具体的な取組につなげていく。 

（２）開催方法 

当会議に参加する市町議会及び開催時期等については、市町議会の意向を把握し、

協議･調整のうえ決定する。 
なお、開催場所については、交流･連携会議に参加する市町議会の圏域を基本とする。 

（３）出席者 

全体で 20名程度までとし、内訳は市町議会と県議会が協議のうえ決定する。 
＜解説＞限られた時間の中で全出席者が発言できるためには、最大で 20 名程度とす
ることが妥当と判断された。 

（４）内容及び進行 

議会改革諮問会議委員が会議全体を司会進行（コーディネート）し、２時間程度の意見交

換を行う。なお、具体的な内容については、参加市町議会と県議会が協議のうえ決定する。 

◇第一部：県議会からの提案事項 

◇第二部：市町議会からの提案事項 

＜解説＞先のヒアリング結果では、市町議会の受け止め方として、県と市町の関係は

対等と位置づけるものの、一面では上下関係で捉えられやすい状況がある。意見交

換の場についても、何かを訴える場を求める意向もある。このため、議題設定につ

いては、県議会として提起するものと、市町議会から提起するものを対等に位置づ

けることが適切であると整理した。 

（５）会議の公開 

マスコミ、県民、議員も含め傍聴は可とする。 
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３．経 過 

○平成 22 年 5 月 21 日 三重県市議会議長会総会において、「議会改革諮問会議第一次
答申（市町議会と県議会との交流･連携を含む）」及び「市町議会アンケート、同ヒア

リング」について説明。 
○平成 22年 6月 2日 三重県町村議会議長会理事会において、「議会改革諮問会議第一
次答申（市町議会と県議会との交流･連携を含む）」及び「市町議会アンケート、同ヒ

アリング」について説明。 
○平成 22年 6月 10日 三重県議会議会改革推進会議役員会において、市町議会との交
流・連携の試行の方針を検討。 
◇広域圏単位で２箇所程度開催することとし、対象地域の調整にあたっては市町議会の意
向を尊重する。 

◇内容は、「県議会からの提案事項」及び「市町議会からの提案事項」とする。 など 
○平成 22年 6月 11日 三重県議会から県内市町議会へ実施要領を送付し、参加希望を
把握する。＜会議の候補日＞9/1、9/2、9/16、9/17 

○平成 22年 7月 15日 三重県議会議会改革推進会議役員会において、市町議会からの
回答結果を踏まえ、交流･連携会議の対象地域及び日程等を検討し、9月 2日に志摩市
議会及び南伊勢町議会と会議を志摩市で行うことを調整し、当日、結果を各市町議会へ連絡。 

＜参考＞志摩市及び南伊勢町のほか２市町から参加希望あり。なお、候補日は 9 月定例会の日

程と重なっており、調整困難とする市町議会が多くあった。 

また、出席議員数については、人口規模や条例議員定数を考慮し、県議会 10 名程度、志

摩市議会 6 名程度、南伊勢町議会 4 名程度とした。 

○平成 22年 7月 20日 三重県議会代表者会議において、市町議会との交流･連携会議の内
容について、議会改革推進会議から報告。市町議会からの提案テーマにより、関係する常任

委員会の参加協力を依頼。 

○平成 22年 7月 22日 ３議会（志摩市、南伊勢町、県）の事務局間で事務打合せを行
い、市町議会からの提案テーマ及び出席議員の調整について協議。 

○平成 22年 7月 28日 第 5回三重県議会議会改革諮問会議において、市町議会との交
流・連携会議の予定について、県議会から説明。 

○平成 22 年 8 月 6 日 志摩市議会及び南伊勢町議会において、市町議会からの提案テ
ーマについて協議が行われ、「志摩地域における地場産業の活性化」と決定される。 

○平成 22年 8月 11日 ３議会（志摩市、南伊勢町、県）の事務局間で事務打合せを行
い、会議資料や会場・設備、報道機関への情報提供方法などについて協議。 

○平成 22年 8月 20日 三重県議会議会改革推進会議役員会において、市町議会からの
提案テーマ及び出席議員数などについて確認。 
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４．実施概要 

（１）日時・場所 

平成２２年９月２日（木）14:00～16:40 志摩市役所６階委員会室 
（２）参加市町議会及び参加者 

議会名 役 職 氏 名 
議 長 森      昶 
副議長 小 河 光 昭 
総務財政常任委員会委員長 西 﨑 甚 吾 
教育民生常任委員会委員長 杉 本 三八一 
産業建設常任委員会委員長 坂 口   洋 

志摩市議会 

議会運営委員会委員長 濵 口 三代和 
議 長 上 村 久 仁 
副議長 松 葉 和 久 
産業建設常任委員会委員長 沢 村 圭 也 

南伊勢町議会 

総務財政常任委員会委員長 岡 本   眞 
議 長 三 谷 哲 央 
副議長 森 本 繁 史 
議会改革推進会議会長 萩 野 虔 一 
議会改革推進会議副会長 中 村 進 一 
議会改革推進会議副会長 岩 田 隆 嘉 
議会改革推進会議幹事 奥 野 英 介 
議会改革推進会議監事 津 村   衛 
防災農水商工常任委員会委員長 末 松 則 子 

三重県議会 

防災農水商工常任委員会副委員長 辻  三千宣 
法政大学教授 廣瀬克哉氏（三重県議会議会改革諮問会議委員） 
以上のほか、３議会の傍聴議員、事務局職員など    計 約６０名  

（３）進 行 

全  体：三重県議会議会改革推進会議会長 萩野虔一 
意見交換：廣瀬克哉氏（法政大学教授、三重県議会議会改革諮問会議委員） 

（４）プログラム 

１．開会（14:00～14:10） 
挨拶（３議会議長）、出席者紹介 

２．意見交換（14:10～16:30） 
（１）県議会からの提案事項（14:10～15:15） 

「今後の地方自治制度の中における議会の位置づけについて」 

提案説明：廣瀬克哉氏 
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＜解説＞自治体議会全般に共有されている大きな課題を取り上げ、それに対応し

ていく際にも、市町議会と県議会が同じ立場で取り組んでいける種類の課題を

設定することとした。 
現在、地方自治法の抜本改正についての議論が地方行財政検討会議で進めら

れており、首長と議会の関係、或いは今後の議会制度の在り方について議論が

既に行われつつあることから、これを具体的な議題として設定した。 
＜休憩 10分程度＞ 

（２）市町議会からの提案事項（15:25～16:30） 
「志摩地域における地場産業の活性化について 

－農林水産業の振興と観光産業の活性化－」 

提案説明：志摩市議会議長、南伊勢町議会議長 

＜解説＞複数の市町にわたる圏域の課題を共有しつつ意見交換できる議題とし

て、志摩市議会及び南伊勢町議会の双方で検討・調整された。 

３．その他（16:30～16:35） 
市町議会と県議会との交流・連携の在り方について 

４．閉会（16:35～16:40） 
挨拶 三重県議会副議長 森本繁史 
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（５）県議会からの提案テーマにかかる意見交換 

議題：「今後の地方自治制度の中における議会の位置づけについて」 

提案説明：廣瀬克哉氏（法政大学教授） 

１．地方自治法抜本改正に向けての検討状況 

2010 年 1 月に総務省内に地方行財政検討会議が設置され、現在、２つの分科会に

分かれて、地方自治法抜本改正案を検討中。第１分科会の第４回会議（7/30 開催）

において、長と議会の関係について素案が提示された。 

 

２．地方自治体の基本構造に関する案 

（１）基本構造のモデル案 

現行の二元代表制を基本としつつ、地方公共団体の判断でこれとは異なる基本構

造を選択できるとし、首長と議会との分離・融合の軸に沿って４案と、別種の２案

が提案されている。（資料参照） 
①純粋分離型モデル（議会と長を分離する純粋な二元代表制とするもの） 
②現行の二元代表制 
③特別職の兼職許容モデル（議員から副知事・副市町村長を選任するもの） 
④議員内閣モデル（議員から数名の内閣構成員を選任するもので、イギリスの「公選首長と内閣

制度」が参考） 

⑤「自治体経営会議」モデル（議員その他外部人材からなる合議体を設けるもの） 
⑥多人数議会と副議決機関モデル（多人数議会又は住民総会と副議決機関が併存するもの） 
それぞれの議会でどのように受け止めるか。各選択肢にはどんな課題があるのか、

あるいはこれまで以上に議会が活発に活動していくためのチャンスが秘められてい

るかを議論する素材としていただきたい。 

 

（２）共通する課題意識 

議会の役割と責任の明確化が期待されているが、有力な議員を首長の部下として

使える体制を作ろうとする意図が伺える。 

また、大都市や広域自治体に向く制度と、中小規模の自治体に向く制度とは異なる。

 

（３）見え隠れしている課題意識 

地域社会の縮図としての議員構成を目指しており、大規模多人数議会や住民総会

をやったらどうかという提案の中には、そういう意図が強く出ている。 

 

３．議会としての選択を意識しながら見解を示す必要 

60年に 1回の地方自治法抜本改正の機会ではあるが、選択肢、制度設計を誤ると、
自治体運営が停滞する恐れもある。 
議会のあり方について適切な判断ができるのは、まず第 1 に議会であり、議会内や議会

間の議論を展開し、議長会等を通して国の検討プロセスに反映する必要があるので

はないか。 
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れは地域的に偏っている。 

※このため、波及効果を生み出すためには農林水産業との連携が不可欠。 

 

２．今後の方向 

農林水産業と観光業との連携が不可欠であり、農林水産業との連携仕組みづくり、

リーダー育成、県・市・町の連携や、広域的な取り組みを進める必要がある。 

また、現在、個々に点で活動しているいろいろな地域活性化グループを議会、行

政が何とかして線にしていく施策を実践する必要がある。 

 

 

＜意見交換での主な意見＞ 

（○志摩市議会、□南伊勢町議会、◇三重県議会） 

（基調提案に対する県議会の取組） 

◇基調提案いただいた課題については、地域連携、農商工連携の観点から県議会でも防

災農水商工常任委員会で議論を行っているところ。 

◇農業振興条例というようなものをできれば１２月の議会には議決できるよう進めて

いる。この条例には、獣害対策についても、三重県らしさ、三重県特有ということで

項目も新たに入ってくると思われる。この条例をもとに基本計画あるいは第３次戦略

計画につなげていけるよう議論している。 

◇第一次産業については、しっかりと取り組んでいく。 

◇観光振興条例も３月までには議会に出てくるようなので、常任委員会でしっかり取り

組んでいきたい。 

◇昨年度設置した地域経済活性化特別委員会では、地域の産業、中小企業をフォローす

るファンドの充実について執行部に提言した。 

（地域の状況） 

□点での活動は一生懸命やられているが、それをフォローしていく人が少ないのが現状。

商品開発にも取り組まれているが、都市への移動代、発送代などで採算が取れないな

ど、いろんな面で大変苦労されている。 

○真珠の養殖産業が危機的な状況にある中、自分たちで組織を作って生産、加工、販売

する６次産業の取り組みをしている団体もある。差別化ができるような仕組みを作っ

ており、そういったところも知っておいてもらいたい。 

○英虞湾の区画漁業権は個人免許が非常に真珠業界で多い。漁場の整備、観光面の観点

から、県で引き取ってもらえないか。 

（農業振興条例） 

○農産物、水産物の価格保障や、志摩の物が中勢、北勢の方まで流通する仕組みについ

て、知恵を出し合いたい。農業、漁業の振興条例にもそういう視点をぜひ入れていた

だきたい。 

◇流通の強化、自給率の向上、耕作放棄地の解消などの取り組みについて、観光振興や、

農業振興条例の検討の際に議論したい。 

◇町独自で条例作りに取り組まれれば、それにより議員が勉強することにもなる。 
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（鳥獣害防止対策・農家戸別保障制度） 

□鳥獣害防止対策事業が時限立法によって今年で終わってしまうが、これについての防

災農水商工常任委員長の考えは。また、今年から戸別所得補償制度で、1 反当たり

15,000 円支給になるが、この金額についてどう思うか。 

◇獣害対策は、三重県では絶対に欠かせない課題、対策をしていかなければならない課

題であり、議会全体でもっと慎重に、かつスピードをもって取り組んでいかなければ

いけない。農家戸別保障制度については、超党派で委員会としてもう少し現場の皆さ

ん、農業団体の皆さん、生産者の皆さんからご意見をいただけなければならないが、

まだ現実に制度が始まったばかりなので、慎重に見させていただきたい。 

（広域連携） 

□伊勢志摩から紀州までを広域的に考えていかないと南の中でも格差ができてくるの

ではないか。こういう連携会議が第一歩となる。 

◇「蟻の熊野詣」など、広域的な観光行政に取り組んでいる。高速道路ができても、素

通りすることがないよう、個々の地域がそれぞれ知恵を絞っていかなければならない。 

（その他） 

○県立志摩病について、指定管理となっても、医者等の確保と今までのような病院の継

続をお願いしたい。住民もそのように思っているので、しっかり応援してほしい。 

 

（７）市町議会と県議会との交流・連携の在り方について 

３人の議長からの意見は次のとおり。 

○この交流・連携会議の落とし所、結論は何を望んでいるのかが分からなかった。事前

にもっと的を絞った形の提案であってもらいたい。 

□志摩市議会議長の意見に同感だが、こういう意見交換の場をどんどん作っていただい

て、三重県のために、我々自分の地域のためにしっかりと頑張りたいと思う。ぜひま

たこういう機会があればよろしくお願いしたい。 

◇非常に限られた時間で、なかなか議論が噛み合わなかった部分がたくさんある。今回

は、できるだけお互い、情報・課題が共有できるような、そういう場になればとの思

いで提案をさせていただいた。国の今の地域主権改革の議論から鳥獣害対策まで、か

なり幅広い議論となったので、少し焦点がぼやけた感じがする。今回の反省を踏まえ

て、次回はもう少し個々具体のテーマに絞った形でお互い議論ができる場に仕上げて

いきたい。 

 


